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平成２８年 ３月 ３日

四 国 地 方 整 備 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名

業 者 名 住 所

（株）得壱 徳島県板野郡藍住町矢上字安任１４０－１４

２．指名停止措置期間

平成２８年 ３月 ３日 から 平成２８年 ４月 ２日 １ヵ月

３．指名停止措置の範囲

四国地方整備局管内

４．事実概要

本件については、屋根補修工事の勧誘をする際に不実のことを告げる行為をし、同契約を締結する

際に契約の解除に関する事項等法令に定める事項を記載した書面を交付せず、また、玄関等補修契約

を締結した際には虚偽の日付を記載した契約書を交付したとして、同社の役員及び従業員が、平成

２７年８月１０日付けで徳島簡易裁判所から特定商取引に関する法律違反で罰金の略式命令を受けた

ものである。

５．指名停止措置理由

上記事実については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局（港湾空港

関係）所管の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１５号の措置要件に該当し、こ

れを準用する「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」に該当する。

本件については、指名停止１ヵ月とする。

指名停止措置要領別表第２

措 置 要 件 期 間

（不正又は不誠実な行為）

15 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正 当該認定をした日から

又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当 １ヵ月以上 ９ヵ月以内

であると認められるとき。

＜問い合わせ先＞

国土交通省 四国地方整備局

高松市サンポート３－３３ TEL ０８７－８５１－８０６１（代）

（定時以降は ０８７－８１１－８３０３）

○総務部契約課長 入 江 正 利 （内線２５１１）

総務部経理調達課長 兼 井 政 勝 （内線６３１１）

○総務部契約課長補佐 髙 﨑 勝 行 （内線２５１２）


